
 

豊川市防犯推進計画（案）の意見募集結果と市の考え方 

提出された意見等の要旨、意見等に対する市の考え方は次のとおりです。 

なお、提出された意見等は公表が原則ですが、本案件と関係のない意見、単

に賛否の結論だけを示した意見、第三者を誹謗中傷する意見等については、そ

の要旨及び市の考え方は示しません。 

項目：施策に関すること 

No. 意 見 等 の 要 旨 市 の 考 え 方 

１ 
３章施策の展開について。例えば、

放置自転車については「都市整備部 
市街地整備課」でも気にかけていただ
けるのではないでしょうか。青少年に
かかわる相談支援なら、保健所、保健
センターも。こと安全に関しては、２
重３重に目配りをしないと手薄な状態
になってしまい、安心感が足りない状
況になります。いろんなことに複数の
部署からの目配りが当たり前になると
いいなと思います。 

担当課については、中心となる豊川
市の部署名を記載しています。関係す
る部署等と連携した対応を行うこと
を、安全なまちづくり推進協議会等に
おいて共有してまいります。 

２ 
防犯パトロールなど市民のボランテ

ィア活動は、「注意喚起」などがメイ
ンとなると思います。効果がわかりに
くいものでもあります。市民がよくな
いこと、心配ごと、危険を感じること
などに直面した時に、通報できる、通
報できたら対処してもらえる、それが
はっきりわかるといいなと思います。 

防犯ボランティアは市内全小学校区で活動
を行っており、犯罪の抑止に効果があると認
識しております。有事の際などには、適切な
機関に連絡がされるよう啓発を行ってまいり
ます。 

３ 
P21広報とよかわやチラシポスター

等は、積極的に使ってほしい。若者か
らお年寄りまで幅広く活用されている
からです。 

いただいたご意見は、今後の施策の参考に
させていただきます。 

４ 
P31 立ち直りは必要と思うけれど、

何をすればいいのかわからない。民間
ボランティアの保護司任せになってい
るのも問題と思う。保護司についても
っと知りたいです。勉強会、育成にも
っと力を入れれば、協力したい人、協
力できる人が増えると思う。 

いただいたご意見は、今後の施策の参考に
させていただきます。 

５ 
P24 防犯カメラの設置に関しては、

プライバシーもあり、監視社会へとつ
ながる恐れがあるため、注意が必要だ
と考えます。 

防犯カメラについては、プライバシ
ーに配慮して設置を行っています。今
後もプライバシーに配慮し施策を実施
してまいります。 

６ 
49 ページ⑥で規範意識について取

り上げています。平時の教育の中での
規範意識の涵養や学校生活の中で折
に触れて必要な時に推進されることと
思います。加害の立場の視点で、罪を

規範意識を身につけることは、犯罪
のない安全で安心なまちを目指す上で
大変重要と認識しております。 

いただいたご意見については、今後
の施策の参考にさせていただきます。 



 

犯しそうになるその瞬間、あるいは罪
を犯す前に、思いとどまる、思いとど
まらせるための手立てを検討し推進す
る担当グループがあるとよいです。 

７ 
49 ページ基本施策（2）③「子ども

や女性への性暴力被害防止の推進」に
加えて、「子どもや女性への性暴力被
害防止の推進と性暴力加害の防止の
推進」として、加害者を生まない施策
の推進を明確にしてほしいです。 

性暴力被害防止のための啓発等を行
うことで、性暴力加害防止の啓発にも
つながるものと認識しております。い
ただいたご意見は、今後の施策の参考
にさせていただきます。 

 

項目：計画の基本的な考え方に関すること 

No. 意 見 等 の 要 旨 市 の 考 え 方 

８ 
・46 ページ「1 基本的な考え方」

「1-2 計画の基本姿勢」について。「市
民、事業者、行政が協働」の中に、「学
校」を含め、「市民、事業者、学校、
行政が協働」として、協働の幅を広げ
られるような方向を期待します。防犯
対策や防犯活動には、犯罪被害に遭わ
ないようにするための対策とともに、
加害者とならないための対策が含まれ
ています。家庭や地域での教育ととも
に、学校教育も重要なことは周知のこ
とで、現に学校でも対応しているはず
ですし 49 ページでも担当として学校
教育課が記されています。学校も学校
行政に含めているという事かと理解は
しますが、学校行政と学校はイコール
ではないと感じますので。 

ご意見のとおり、本計画においては、公立
学校は行政に含めることとし、市内小中学校
の取組については、豊川市の取組として施策
の展開の中で位置付けています。 
計画の基本姿勢について修正は行いません

が、学校も含めて協働し、防犯対策を推進し
てまいります。 

９ 
46 ページ「1-3 計画の基本目標」に

ついて。刑法犯認知件数を令和元年値
以下にする、としていますが、なぜ元
年値を基準としているのかわかりませ
ん。現状、増加傾向にあるからと、諦
めてしまっているのでしょうか。目標
を、元年値から「前年値以下」とする
よう要望いたします。 

刑法犯認知件数は、令和３年値が最
小となっておりますが、コロナ禍にお
けるさまざまな活動が制限されていた
中での刑法犯認知件数を基準にするこ
とは合理的でないと判断し、コロナ禍
前の最小値である、令和元年の 923 件
を基準に、この件数以下とすることを
基本目標に定めました。 

計画の基本目標について修正は行い
ませんが、令和４年以降、刑法犯認知
件数が増加傾向にあり、積極的な防犯
対策を講じる必要があると認識してお
り、計画的に取組を進めてまいります。 

 

 


